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粗
大
ご
み
の

　
　

申
込
受
付

　

市
な
ど
は
、
年
末
年
始
に
か
け
一
部
の
業

務
を
除
き
休
み
ま
す
。
ま
た
、
家
庭
ご
み
の

収
集
日
程
な
ど
に
も
変
更
が
あ
り
ま
す
。
２

ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
各
業
務
日
程
を
紹
介
し
ま

す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
各
担
当
グ
ル
ー
プ
・
課
や
施
設
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
電
話
番
号
で
市

外
局
番
が
な
い
も
の
は
《
０
７
９
８
》
で
す
。

  
家
庭
ご
み
の
収
集

　

日
程
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

年
末
年
始
は
ご
み
の
量
が
多
い

た
め
、
収
集
時
間
が
多
少
変
わ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
必

ず
午
前
８
時
ま
で
に
、
ご
み
を

「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」に
出
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
年
内

最
終
の
収
集
後
に
出
た
ご
み
は
、

年
始
の
収
集
開
始
日
ま
で
各
家

庭
で
の
保
管
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】
美
化
第
１
グ

ル
ー
プ
（
３
３
・
４
７
５
８
）

▽
美
化
第
２
グ
ル
ー
プ（
２
６
・

５
０
４
２
）
▽
美
化
第
３
グ
ル

ー
プ（
４
１
・
６
２
６
５
）　

※

受
付
日
時
…
月
曜
〜
金
曜
の
午

前
８
時　

分
〜
午
後
４
時　

分

20

35

（
祝
日
は
午
後
４
時
５
分
）

変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め

に
申
込
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
付
業
務
は
、
年
内
は　

日
30

ま
で
、
年
始
は
４
日
か
ら
平
常

ど
お
り
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
通
常
時
で
も
月
・
火

曜
日
は
電
話
が
混
み
合
い
、
か

か
り
に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
き
る
だ
け
他
の
曜
日
に
申
込

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

【
申
込
先
】
受
付
セ
ン
タ
ー

（
３
３
・
６
７
７
６
）　

※
受
付

日
時
…
月
曜
〜
金
曜
（
祝
日
を

含
む
）
の
午
前
９
時
〜
午
後
７

時
（　

月　

・　

日
は
午
後
４

12

29

30

時
５
分
）

　
　
　

　

日
程
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

受
付
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

【
申
込
先
】
受
付
セ
ン
タ
ー

（
２
６
・
５
０
４
１
）　

※
受
付

日
時
…
月
曜
〜
金
曜
（
祝
日
を

含
む
）
の
午
前
９
時
〜
午
後
７

時
（　

月　

・　

日
は
午
後
４

12

29

30

時
５
分
、　

日
は
午
後
３
時
）

31

　

店
舗
や
事
業
所
な
ど
か
ら
出

さ
れ
る「
事
業
系
の
廃
棄
物（
ご

み
）」
は
、
一
般
家
庭
を
対
象
に

し
た
「
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」

に
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
自

ら
処
理
を
行
う
か
、
廃
棄
物
の

収
集
運
搬
許
可
業
者
、
も
し
く

は
古
紙
な
ど
の
資
源
回
収
業
者

に
収
集
を
依
頼
す
る
な
ど
の
方

法
に
よ
り
適
正
に
処
理
し
て
く

だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】
ご
み
企
画
グ

ル
ー
プ
（
３
５
・
８
６
５
３
）

　　

日
程
は
左
下
表
の
と
お
り
で

す
。
前
日
ま
で
に
必
ず
持
ち
込

み
の
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

【
申
込
先
】
西
部
総
合
処
理

セ
ン
タ
ー
（
２
２
・
６
６
０
０
）

※
受
付
日
時
…
月
曜
〜
金
曜

（
祝
日
を
除
く
）の
午
前
９
時
〜

正
午
、
午
後
０
時　

分
〜
５
時

45

　

分
15

　

年
内
は　

日
ま
で
、
年
始
は

27

５
日
か
ら
平
常
ど
お
り
業
務
を

行
い
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
（
２
２
・
６
６
５
５
）

※
開
館
日
時
…
午
前
９
時
半
〜

午
後
４
時
半
。
月
曜
休
館
（
月

曜
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
休

館
）

　

年
内
は　

日
ま
で
、
年
始
は

31

４
日
か
ら
平
常
ど
お
り
業
務
を

行
い
ま
す
。　

※
臨
時（
工
事
現

場
）
の
し
尿
は　

日
ま
で
の
申

24

込
分
ま
で
年
内
収
集

　

【
問
合
せ
先
】
美
化
第
１
グ

ル
ー
プ
（
３
３
・
０
７
７
９
）

※
受
付
日
時
…
月
曜
〜
金
曜
の

午
前
８
時　

分
〜
午
後
４
時　

20

35

分（
祝
日
は
午
後
４
時
５
分
）　

　

側
溝
な
ど
の
清
掃
に
よ
る
土

砂
収
集
は　

日
ま
で
に
申
込
を
。

28

年
始
は
４
日
か
ら
平
常
ど
お
り

業
務
を
行
い
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】
美
化
水
路
課

（
３
５
・
０
０
１
７
）　

※
受
付

日
時
…
月
曜
〜
金
曜
の
午
前
８

時　

分
〜
午
後
４
時　

分
（
祝

20

35

日
は
午
後
４
時
５
分
）

　

水
道
局
は
、　

月　

日
か
ら

12

29

１
月
３
日
ま
で
本
局
と
丸
山
浄

水
場
で
、
急
を
要
す
る
水
道
の

漏
水
修
繕
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】
修
繕
…
本
局

宿
直
室
（
３
２
・
２
２
７
１
）、

丸
山
浄
水
場
（
０
７
８
・
９
０

４
・
２
４
８
１
）
▽
修
繕
以
外

…
本
局
宿
直
室
（
３
２
・
２
２

７
１
）

　

年
内
は　

日
ま
で
、
年
始
は

31

２
日
か
ら
平
常
ど
お
り
業
務
を

行
い
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】
葬
祭
事
務
所

（
７
２
・
４
９
９
６
）　

※
受
付

時
間
…
午
前
６
時
〜
午
後　

時
11

　

年
内
は　

日
ま
で
、
年
始
は

31

２
日
と
４
日
以
降
、
平
常
ど
お

り
業
務
を
行
い
ま
す
（
１
・
３

日
は
休
み
）。　

※
月
の
最
初
の

平
日
の
友
引
日
は
休
み

　

【
問
合
せ
先
】
満
池
谷
火
葬

場
（
７
２
・
２
３
４
０
）

　

年
内
は　

日
ま
で
、
年
始
は

31

２
日
と
４
日
以
降
、
平
常
ど
お

り
業
務
を
行
い
ま
す
（
１
・
３

日
は
休
み
）。

　

【
問
合
せ
先
】
満
池
谷
墓
地

管
理
事
務
所
（
７
２
・
２
３
４

０
）

　

日
程
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

年
内
収
集
は　

日
受
付
分
ま
で

27

で
す
。　

日
間
際
は
電
話
が
大

27

  
死
獣
・
汚
物
の

　
　
　

申
込
受
付

西
部
総
合
処
理
セ
ン

タ
ー
へ
の
持
ち
込
み

  
事
業
系
ご
み
の
処
理

 
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

し
尿
収
集
、

浄
化
槽
の
維
持
管
理

  
水
路
の
清
掃

  
水
道
の
修
繕

　

葬
儀

火
葬
業
務

満
池
谷
納
骨
堂

り
で
す
。
な
お
「
法
律
相
談
」

は
予
約
制
で
す
（
申
込
は
当
日

午
前
９
時
か
ら
電
話
で
。
先
着

順
。
定
員
は
月
・
金
曜
が　

人
、

16

水
曜
が
８
人
。
午
後
１
時
か
ら

順
次
相
談
）

　

【
問
合
せ
・
申
込
先
】
市
民

相
談
課
（
３
５
・
３
１
０
０
）

▽
税
務
相
談
…
税
務
管
理
グ
ル

ー
プ
（
３
５
・
３
２
０
０
）
▽

人
権
相
談
…
啓
発
推
進
課
（
３

５
・
３
３
２
０
）
▽
心
配
ご
と

相
談
…
西
宮
市
社
会
福
祉
協
議

会
（
２
３
・
１
１
４
３
）

　

市
民
相
談
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
で
各
種
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談

無
料
。
日
程
は
左
表
の
と
お

ごみ・水道
など

市民生活相談


